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１．事業概要 

１．１ 事業名 

平成２３年度国際標準開発事業（モバイル ORM（光学的読取媒体）の品質評価仕様及び導入

ガイドラインに関する標準化） 
 
１．２ 背景と目的 

日本では、携帯電話で QR コード（二次元シンボル）を読取り、そこに符号化された URL 情

報を用いて、目的の Web サイトにアクセスするアプリケーション（読取系）及び携帯電話に表示

した QR コードを搭乗券、入場券、クーポンなどの情報媒体として用いるアプリケーション（表

示系）が広く普及している。 

本事業は、二次元シンボルの読取系、表示系アプリケーションで想定される問題を未然に防止

するための技術標準及びガイドラインを開発し、国際標準化を推進することで、この技術を適用

する市場の安定した拡大に貢献し、更にはサービス提供者、利用者双方が利便性向上及び紙・磁

気ストライプなどの媒体コスト低減による経済的メリットを享受できることを目的とする。 

 
１．３ 事業目標 

モバイル ORM（光学的読取媒体）の品質評価仕様及び導入ガイドラインに関する国際規格を制

定する。 
 

２．昨年度のまとめ 

平成 22 年度は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の戦略的国際標準化推進

事業／標準化研究開発／ 「モバイル ORM（光学的読取媒体）の品質評価仕様及び導入ガイド

ラインに関する標準化」を受託し、研究及び規格開発を実施した。 
この事業では、モバイル機器に表示した二次元シンボルの品質評価方法の開発及びモバイル機器

内蔵カメラで紙に印刷した二次元シンボルを読み取る場合の性能評価方法の開発を行った。 
表示品質評価では、紙に印刷したシンボルの品質評価方法を基に、モバイル機器のディスプレイ

に表示させた場合の輝度、コントラストの評価方法を検討した。まず、国内外の携帯電話のディ

スプレイに QR コードを表示し、顕微鏡写真を撮影し解析することで、二次元シンボルを紙に印

刷した場合との相違を明確にした。次に、モバイル機器のディスプレイの表示品質に影響を与え

る要因として配線領域（常に発光しない領域）の存在及び色の表現方法（サブピクセルの形状及

び配置）に着目し、評価仕様を検討した。この評価仕様を基に検証装置を作製し、表示品質の評

価を行った。ここから得られた情報を基に、モバイル機器への二次元シンボルの表示ガイドライ

ンに必要な項目を検討した。 
読取性能評価では、ISO/IEC 15423 「バーコードスキャナ及び復号器の性能試験方法」が適用

できることを確認した。但し、携帯電話特有の機能の取り扱いを明確にするため、QR コードの

テストチャートを携帯電話に内蔵されたカメラで読取る試験を実施した。ここから得られた情報

及びデータを基に、モバイル機器内蔵カメラで読取る二次元シンボル作成ガイドラインに必要な

項目を検討した。標準化については、2010年 6月に日本から提案したNP（Information technology 
- Automatic identification and data capture techniques - Reading and display of ORM by 
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mobile devices）は賛成多数で承認された。2011 年 4 月に開催された SC31 WG6 ストックホル

ム会議に出席し、ワーキングドラフトの検討を行い、本事業の成果を反映させた。 
 

３．今年度の事業概要 

３．１ 概要 
日本提案の ”ISO/IEC 16480 Optically Readable Media (ORM) print quality for mobile 

devices and ORM display quality on mobile devices” の国際標準化を推進する。 
注記：NP 提案後、タイトル変更の投票が行われ、上記タイトルに変更された。 
 

３．２ 実施項目 
国際標準に記載する事項の技術的検討及び実機でのデータ取得を行い、規格案を提案する。 
① 表示品質評価方法の検討 

(1) 評価パラメタの検討と評価仕様の開発 
(2) 表示ガイドラインの作成 

② 読取性能評価方法の検討 
(3) 評価仕様開発及びテストチャート仕様の検討 
(4) 二次元シンボル作成ガイドラインの作成 

③ 国際規格案の提案 
ISO/IEC 16480 は、NP 投票を通過し、4 月 20 日の国際会議において投票後のコメント対

応を実施した。今年度は、10 月の国際会議に向けて作業原案（WD）の作成を行い、更に、

本事業の成果を委員会原案（CD）に反映させる。 
④ 報告書作成 

 

３．３ 実施期間 

平成 23 年 5 月 25 日から平成 24 年 3 月 1 日までの期間。 
 
４．事業詳細 

今年度はモバイル ORM 標準化委員会を 3 回開催し、品質評価方法の検討を行った。 
 

４．１ 第 1 回モバイル ORM 標準化委員会の概要（2011 年 10 月 11 日開催） 

①事業概要及び昨年度の進捗状況を説明後、具体的な品質評価方法の検討を実施した。標準化に

ついては、2011 年 4 月の SC31 WG6 ストックホルム会議でワーキングドラフトの検討を開

始し、10 月のシアトル会議に向けてテストプランの検討を開始した。ISO/IEC 16480 は、

NP 投票を通過し、4 月 20 日の国際会議において投票後のコメント対応を実施した。 
②モバイル ORM 品質評価方法の検討 

(1) ISO/IEC WD16480 の「要求事項」を中心に説明及び、検討を行った。 
(2) 画像のグレード付け 

基本的な考え方は、ISO/IEC15415（二次元シンボル印刷品質の評価仕様）に基づいて評価

を行い、Z 寸法（実測最小モジュール寸法）に応じてグレード判定値を調整する。 
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(3) 読取条件と照明条件 
シンボルサイズに応じた３通りの読取条件を定める。 

 
質疑応答： 
ポスターやビルに掲示されるような大きな二次元シンボルの読み取りは、カメラアングルによ

る歪みや掲示される面の湾曲など、実際の場面で読む場合の条件を考慮すべきではないか。 
→ 基本的には、カメラで取った画像に印刷品質規格を適用して評価する手法をとるが、画像取

得方法については、ISO/IEC SC31 WG1 で検討する。 
 
４．２ 第 2 回モバイル ORM 標準化委員会の概要（2011 年 12 月 19 日開催） 

①SC31/WG6 エバレット会議報告 
・日本から提案した ISO/IEC 16480; Optical Readable Media (ORM) print quality for mobile 

devices and ORM display quality on mobile devices につき、WG1 と WG6 合同で規格の審

議をしていくことになり、今回はその第 2 回の会議としてワーキングドラフトの内容を検討し

た。 
・当規格のエディタは別途、投票にて Intermec 社の Sprague Ackley 氏と辻本委員が共同エディ

タとして任命されている。Sprague Ackley 氏は、WG1 議長であり、長年に渡り、米国自動認

識業界で標準化活動に従事しており、数多くのバーコードの規格を手掛けている。 
・モバイル機器に表示するコードの名称については、共同エディタの Sprague Ackley 氏と協議

し、QR コードを意識した MQR を提案している。 
・今回の会議でも MQR が特定のシンボルを意図しているとの指摘があったが、MQR の定義（モ

バイル機器のディスプレイに表示されるコードでバーコードリーダにより読み取られる）の議

論に止め、名称についてはそのまま MQR で通すことにした。 
・今後、もし、MQR の名称について議論となる場合は、モバイル ORM コードとして市場で広く

使われている QR コードに端を発しているが、Mobile Quality Readable コードの略称として

使用することで理解を求める。 
・なお、モバイル機器のカメラで読むコードの名称は MBR とし、近接で読むコードを MBR1、

ポスター表示など 1m 程度離れて読むコードを MBR2、屋外でのビル広告など遠距離で読むコ

ードを MBR3 として規定していく。 
・MQR 表示品質については、日本から昨年度の NEDO でのモバイル ORM 評価結果を報告し、

紙への印刷との違いを考慮した品質評価項目としてクワイエットゾーンノイズを提案し、ドラ

フトに盛り込まれた。 
・引き続き、日本と米国で MQR、MBR の品質評価検証を進めていくが、米国は GS1 経由でオ

ハイオ大学に MQR 評価テストを依頼するとのことであり、現在、テストプランを作成中であ

る。 
②モバイル ORM 品質評価の進め方 

資料に基づき、モバイル ORM 品質評価の進め方を説明の後、内容を審議した。 
質疑応答 
・画像処理としては、元の二次元シンボルの印刷状況より、得られた画像がどうなるのかの視点
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で試験を考えてみてはどうか。例えば、MBR3（ビルの壁面など 10m 程度離れて読む二次元

シンボル）では、元の二次元シンボルの印刷状況にフォーカスするのではなく、仰角などによ

る画像の歪み、遠距離から読取ることによるフォーカスの状況、天候による明るさの相違など

により、得られる画像がどうなるかを考慮した試験にしてはどうか。 
→ 特に MBR3 については、条件が多く複雑であるので、単純化したモデルで仰角、傾斜角、周

囲の明るさを変えて室内でシミュレーション的に読取り評価試験を実施する。 
・MBR（携帯電話のカメラによる二次元シンボルの読取り）の読取り試験については、MBR1（新

聞・雑誌の QR コード）、MBR2（ポスター、店頭広告など 1m 程度離れて読む QR コード）、

MBR3 と QR コードの大きさで分けて読取り試験するよりは、上記のように MBR1、MBR2、
MBR3 で何が変わるのかの視点で読取り試験の条件を考えた方が良い。 

→ QR コードの大きさは、MBR1 で多く使われているモジュール寸法 0.3mm 角を中心に 4 段階

程度で、上記の角度や周囲の明るさに加え、色やシンボルコントラスト（SC）を変えて読取

り評価を実施する。 
・携帯電話画面の明るさ、RGB 比率と表示 QR コードの読取りの相関については、RGB 比率よ

りは得られた画像のコントラストによる影響が大きいのではないか。また、日本の携帯電話の

白色は、色焼け（黄ばみ）が気になるとのことで青色が強調されている。 
→ まずは市場で使われている携帯電話の画面の明るさ、RBG 比率がどうなっているのか調査す

る。明るさについては、スマートフォンのように多段階で明るさを設定できるもので、読取り

との相関を調査する。 
・今後の予定は、12 月 26 日の週に読取り評価試験を実施し、2 月中旬までに事業報告書として

まとめ、提出する。また、当事業の成果を 4 月 23 日の週に京都で開催される SC31/WG1&WG6
会議でのモバイル ORM 規格検討会議で報告し、ドラフトに反映させ、CD を完成させる。 

 
４．３ 第 3 回モバイル ORM 標準化委員会の概要（2012 年 2 月 8 日開催） 
①モバイル ORM 品質評価結果の報告 

(1)MQR（携帯電話画面に表示する二次元シンボル） 
・シンボルコントラスト（SC）については、評価した全機種において、画面の明るさの設定を

暗、中、明に変えてもほとんどの機種において SC 値にあまり差はなく、また、全てグレード

A という結果であり、現行ドラフトでの輝度グレードの判定基準の見直しが必要と思われる。 
・モジュールの伸縮については、同一機種における明るさ設定の違いによる値のばらつきはほと

んどなく、機種により差はあるものの、評価をした全機種においてグレード A であった。また、

伸縮の傾向として水平及び垂直共に黒モジュールが細くなる方向であり、白モジュールが点灯、

黒モジュールが消灯であることから、消灯部分が点灯部分の影響を受け、黒モジュールが細く

なる傾向があると推定した。 
・クワイエットゾーンノイズについても、同一機種における明るさ設定の違いによる値のばらつ

きはほとんどなく、機種により、グレード A～C の分布となったが、読取り自体は良好であり、

グレード判定基準の見直しが必要と思われる。 
・携帯電話の明るさ設定では、品質評価に大きく影響を与える結果とはならなかったので、明る

さを多段階で調節できるスマートフォンを用いて評価試験をし、明るさと品質評価の関係につ
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いて調査する。 
・クワイエットゾーンのグレード判定基準について、クワイエットゾーンのピクセル輝度値の増

減と SC との比ではなく、ピクセル輝度値の分布状態（偏差）をグレード判定の基準としては

どうか。また、グレード付けでなく、閾値を設定してデコードのように A（合格）と F（不合

格）のみにした方が良いのではないか、とのコメントがあった。--> 今回取得したデータを分

析して検討する。 
・読取り評価をデンソーウェーブ製の読取装置でしか実施していないので、他メーカの読取装置

で読取りできないものがあれば、それも考慮してグレード判定基準を定めていくのが良いので

はないか、とのコメントがあった。--> 今後、他メーカの読取装置での評価試験の実施を検討

する。 
・最近、デザイン化した QR コードを多く見かけるようになり、色も各種使われており、背景色

も含めた色使用のガイドラインがあると良い。--> 昨年度、色の評価は実施したが、背景色は

白固定であったため、MBR で評価したように背景色との関連も含めた色使用の評価を検討す

る。 
・なお、今回評価した携帯電話の画面輝度について、白色表示は明るさ設定が暗で 20～60cd/m2、

中で 70～150cd/m2、明で 120～280cd/m2であった。 
 

(2)MBR（携帯電話のカメラで読む QR コード） 
・昨年度実施した読取り評価試験で読取り良好であった PCS0.6 以上、反射率差 47%以上のテ

ストチャートを用いて、読取り限界角度を調査する。今回は携帯電話を固定して QR コード

側の角度を変えることでモデル的に読取り限界角度を測定する。 
・PCS 値が大きくなるに従って、読取り限界角度も大きくなると想定したが、機種により、そ

の傾向にばらつきがあった。--> 携帯電話のカメラは画像を補正する仕組みがあり、機種に

よりその方法も違うのでその影響が出ているのではないかと推測。 
・実際に携帯電話のカメラでどのような画像になっているのか、画像を見て考察した方が良い

のではないか、とのコメントがあったため、画像を取得して検証する。 
 
４．４ モバイル ORM 品質評価結果の詳細 
モバイル ORM 標準化委員会で検討した評価方法に従って各種データを取得し、解析を行ったの

で、以下詳細を記述する。 
 

４．４．１ MQR（携帯電話画面に表示する二次元シンボル）の品質評価 
目的：携帯電話に表示した二次元シンボルの読取り性能と携帯電話画面の明るさとの関係を調査

し、国際標準原案に、その結果を反映させる。 
 

４．４．１．１ MQR 試験方法： 
① 携帯電話画面の輝度測定 
・使用計測器：横河電機 マルチメディアディスプレイテスタ 3298F（図４．１参照） 
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図４．１ 輝度測定用計測器外観 
 

・測定した機種：携帯電話 16 機種及びスマートフォン 1 機種（詳細は表４．１参照）。 
・測定方法： 

黒色表示部及び白色表示部の輝度、色度を測定する。 
携帯電話の明るさは初期設定、各色タイルを表示させて測定する。 

・測定回数：各 3 回 
 

表４．１ 測定に用いた機種一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

携帯 キャリア 機種
発売
時期

1 SoftBank 902SH 2004 モバイルASV 240×320 2.4インチ 202万画素 CCD

2 SoftBank 811T 2006 TFT 240×320 2.4インチ 324万画素 CMOS

3 SoftBank 705N 2006 TFT 240×320 2.2インチ 200万画素 CMOS

4 au W43H 2007 TFT 240×400 2.6インチ 207万画素 CMOS

5 au W44K 2007 TFT（全透過型ASV） 240×320 2.4インチ 201万画素 CMOS

6 docomo N706ie 2008 TFT 240×427 3.0インチ 200万画素 CMOS

7 au W63H 2008 TFT 240×800 3.1インチ 500万画素 CMOS

8 au W64K 2008 TFT 240×400 2.7インチ 197万画素 CMOS

9 au W64SH 2008 モバイルASV 480×854 3.5インチ 512万画素 CMOS

10 SoftBank 921T 2008 有機EL 400×240 2.8インチ 324万画素 CMOS

11 SoftBank 941SC 2010 有機EL 800×480 3.3インチ 812万画素 CMOS

12 docomo L-04B 2010 TFT 240×320 2.4インチ 310万画素 CMOS

13 docomo P-05B 2010 有機EL 240×427 3インチ 810万画素 CMOS

14 au CA005 2010 TFT 480×854 3.2インチ 1295万画素 CMOS

15 au K006 2010 TFT 240×400 3.0インチ 331万画素 CMOS

16 au T005 2010 TFT 480×854 3インチ 808万画素 CMOS

ｽﾏﾎ SoftBank iPhone4S 2011 TFT 960×640 3.5インチ 800万画素 CMOS

ディスプレイ仕様 カメラ仕様

種別 ﾋﾟｸｾﾙ構成 サイズ 画素数 種別 



 8 

② 携帯電話に表示した二次元シンボルの表示品質測定 
  ・使用測定器：QK21（図４．２参照） 
  ・検査項目 

１ 復号 
２ シンボルコントラスト   SC 
３ モジュールの伸縮（水平、垂直）  DH、DV 
４ 軸の非均一性    AN 
５ 未使用誤り訂正    UEC 
６ クワイエットゾーンノイズ（水平、垂直） QTNH、QTNV 
７ 総合判定 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２ 測定器外観と検査結果例 
 
 
 
 
 
 
 
 

品質評価パラメータの検査結果例

機種

グレード判定値とパラメタ値品質評価パラメータの検査結果例

機種

グレード判定値とパラメタ値

機種

グレード判定値とパラメタ値
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  ・測定した機種：携帯電話 16 機種及びスマートフォン 1 機種（詳細は表４．１参照）。 
・測定方法： 

－ 携帯電話の明るさは高、中、低の 3 段階に設定 
－ 上記各明るさで QR コードを表示し、QK21 で品質評価パラメタを測定 

・測定回数： 
－ 輝度、色度は各 3 回 
－ QK21 での測定は各 4 回 

・表示する QR コード：（図４．３参照） 
－ 4 ピクセル/モジュール構成 
－ バージョン１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．３ 測定に用いた QR コード 
 
 
４．４．１．２ MQR の品質評価結果 

① 参照復号グレードと白色表示輝度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．４ 参照復号グレードと白色表示輝度との関係 
 

携帯電話では全ての明るさ設定、全ての機種で参照復号（個々のシンボル仕様で規定する参照復

号アルゴリズムを適用して、有効な復号が成功したかどうか）が可能（グレード A）であったが、
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スマートフォンでは、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定でき、10cd/m2 を下回ると参照復

号が不可能となった。参考までに、10.1cd/m2及び 7.9cd/m2のときの画像を図４．５に示す。 
一般的な携帯電話では、画面の明るさを最も暗い設定にしても、有効な復号が可能であったが、

より暗い画面設定が可能なスマートフォンでは、復号ができない場合があることがわかった。そ

の閾値は、今回の測定装置では 10.1cd/m2と 7.9cd/m2の間に存在する。この結果を、国際標準原

案に盛り込む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．５ 白色表示輝度のサンプル画像 
 

② シンボルコントラスト値と白色表示輝度 － 1 
携帯電話及びスマートフォンのディスプレイのシンボルコントラスト（SC）値と白色表示部の

輝度との関係を図４．６に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．６ シンボルコントラスト値と白色表示輝度との関係 
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携帯電話では、画面の明るさ設定が低いと SC 値が低い機種が見られたが、多くの機種において

は、明るさの設定を変えても SC 値は、ほとんど変化がなく、また、全ての明るさ設定、全ての

機種でグレード A であった。 
スマートフォンでは、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定できる。白色表示部の輝度値が

25cd/m2以上ではグレードA であったが、25cd/m2を下回ると急激にSC 値が低くなった。25cd/m2

では 0.81 あった SC 値が、 19cd/m2では 0.63、 14cd/m2では 0.45、 10cd/m2では 0.33 と急激

に低くなった。 
上記傾向を考慮して、輝度に関する評価項目を検討していく。 
 
③ シンボルコントラスト値と白色表示輝度 － 2 
スマートフォンのディスプレイの SC 値と白色表示部の輝度との関係の詳細を図４．７に示す。

スマートフォンでは、携帯電話より暗い明るさ設定（20cd/m2 未満）ができ、白色輝度値が

24.7cd/m2ではグレード A（0.81）であったが、図４．７のグラフで示すように 25cd/m2を下回る

と SC 値が直線的に低くなり、19.4cd/m2では 0.63、 13.8cd/m2では 0.45 、 10.1cd/m2では 0.33
と落ち込んだ。グレードという観点で見れば、25cd/m2以上ではグレード A であったが、20cd/m2

でグレード B、 15cd/m2でグレード C、 10cd/m2でグレード D となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．７ スマートフォンのシンボルコントラスト値と白色表示輝度との関係 
 
④ モジュールの伸縮（水平）と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンのモジュールの伸縮（水平）と白色表示輝度（cd/m2）の関係を図

４．８に示す。 
 
 
 

10.1

13.8

19.4

24.7

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 100 200 300 400 500

携帯1

携帯2

携帯3

携帯4

携帯5

携帯6

携帯7

携帯8

携帯9

携帯10

携帯11

携帯12

携帯13

携帯14

携帯15

携帯16

スマホ

白色表示輝度（cd/m2）

シンボルコントラスト値

白色表示輝度（cd/m2）

シンボルコントラスト値

A
B
C

D10.1

13.8

19.4

24.7

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 100 200 300 400 500

携帯1

携帯2

携帯3

携帯4

携帯5

携帯6

携帯7

携帯8

携帯9

携帯10

携帯11

携帯12

携帯13

携帯14

携帯15

携帯16

スマホ

白色表示輝度（cd/m2）

シンボルコントラスト値

白色表示輝度（cd/m2）

シンボルコントラスト値

A
B
C

D



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．８ モジュールの伸縮（水平）と白色表示輝度との関係 
 
モジュール伸縮（水平）値について、同一機種においては明るさの設定によるばらつきはあまり

見られない。また、全ての明るさ設定、全ての機種でグレード A であった。 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2 以上であれば、携帯電話同様に、明るさによるばらつきはあまり見られず、グレード

A であった。この結果から、モバイル機器のディスプレイにおいて、モジュール伸縮（水平）は

グレードの低下は少ないため、品質評価パラメタとして考慮する必要性は小さいと言える。 
 
⑤ モジュールの伸縮（垂直）と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンのモジュールの伸縮（垂直）と白色表示輝度（cd/m2）の関係を図

４．９に示す。 
モジュール伸縮（垂直）値について、同一機種においては明るさの設定によるばらつきはあまり

見られない。また、全ての明るさ設定、全ての機種でグレード A であった。 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2 以上であれば、携帯電話同様に、明るさによるばらつきはあまり見られず、グレード

A であった。この結果から、モバイル機器のディスプレイにおいて、モジュール伸縮（垂直）は

グレードの低下は少ないため、品質評価パラメタとして考慮する必要性は小さいと言える。 
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図４．９ モジュールの伸縮（垂直）と白色表示輝度との関係 
 
⑥ 軸の非均一性と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンの軸の非均一性と白色表示輝度の関係を図４．１０に示す。 
軸の非均一性について、全ての明るさ設定、全ての機種で 0.00（1 機種のみ 0.01）であり、品

質評価項目としては、考慮不要であると考える。 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2以上であれば、携帯電話同様に、0.00 であった。 
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図４．１０ 軸の非均一性と白色表示輝度との関係 
 
⑦ 未使用誤り訂正と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンの未使用誤り訂正と白色表示輝度の関係を図４．１１に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１１ 未使用誤り訂正と白色表示輝度との関係 
 
未使用誤り訂正について、全ての明るさ設定、全ての機種で 1.00 であり、品質評価項目として

は、考慮不要であると考える。 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2以上であれば、携帯電話同様に、1.00 であった。 
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⑧ クワイエットゾーンノイズ（水平）QTNH と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンの軸のクワイエットゾーンノイズ（水平）QTNH と白色表示輝度

の関係を図４．１２に示す。 
同一機種においては明るさの設定によるグレード（値）のばらつきは、ほとんどなく一定であり、

機種により、グレード A～C の分布となった。 
しかし、全ての機種において読取りは良好であり、グレード判定基準の見直しが必要と思われる。

0.25 以下（又は 0.30 以下）をグレード A とするか、国際標準原案検討時に提案を行う。 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2 以上であれば、携帯電話同様に、明るさによるばらつきはあまり見られず、グレード

A であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１２ クワイエットゾーンノイズ（水平）QTNH と白色表示輝度との関係 
 
⑨ クワイエットゾーンノイズ（垂直）QTNV と白色表示輝度 
携帯電話及びスマートフォンの軸のクワイエットゾーンノイズ（垂直）QTNV と白色表示輝度

の関係を図４．１３に示す。 
同一機種においては明るさの設定によるグレード（値）のばらつきは、ほとんどなく一定であり、

機種により、グレード A～C の分布となった。 
しかし、全ての機種において読取りは良好であり、グレード判定基準の見直しが必要と思われる。

0.25 以下（又は 0.30 以下）以下をグレード A とするか、国際標準原案検討時に提案を行う 
なお、携帯電話より暗い明るさが無段階に設定ができるスマートフォンでも読取れる限界の輝度

値 10cd/m2 以上であれば、携帯電話同様に、明るさによるばらつきはあまり見られず、グレード

A であった。 
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図４．１３ クワイエットゾーンノイズ（垂直）QTNV と白色表示輝度との関係 
 

４．４．１．３ 携帯電話の画面輝度調査 

携帯電話（スマートフォン 1 機種）のディスプレイの明るさを変化させて、白色表示部分及び

黒色表示部分の輝度がどの程度変化するかを測定した。ディスプレイの明るさは、低（L）、中（M）、

高（H）の 3 段階で測定した。 
 
① 白色表示部分の輝度 
携帯電話及びスマートフォンのディスプレイの白色表示部分の輝度測定結果を図４．１４に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１４ 白色表示部分の輝度測定結果 
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白色表示部分（全サブピクセル点灯）の輝度値は、画面の明るさ設定が低で 20～60cd/m2、中

で 70～150cd/m2 、高で 120～280cd/m2であった。なお、スマートフォンでは無段階に明るさ設

定が可能であり、機種によって差があると思われるが、測定した機種では、最小で 3cd/m2、最大

で 468cd/m2まで設定が可能であった。 
 
② 黒色表示部分の輝度 
携帯電話及びスマートフォンのディスプレイの黒色表示部分の輝度測定結果を図４．１５に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１５ 黒色表示部分の輝度測定結果 
 
黒色表示部分は全てのサブピクセルが消灯しているので理論的には輝度値 0 であるが、測定時

に背景の白色表示部の光が入った影響か、画面の明るさが高くなるに従い、輝度値が高くなった。

また、1 機種のみ輝度値が他機種と比較して高いもの（携帯 3）が見られた。 
 
③ 白色表示部分と黒色表示部分の輝度差 
モバイル ORM の表示品質に大きな影響を与える、白色表示部分と黒色表示部分の輝度差を図４．

１６に示す。他機種と比較して黒色表示部の輝度値が高かった機種（携帯 3）も輝度差で見ると、

むしろ他機種よりも小さい値であった。 
平均値を見た場合、ディスプレイの明るさ設定を高くすると、輝度差も 41 cd/m2、109 cd/m2、

182 cd/m2と増加する。輝度差が大きい程、読取り易くなるため、ディスプレイの設定を明るくす

るほど、読取りが良好になると言える。 
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図４．１６ 白色表示部分と黒色表示部分の輝度差 
 

４．４．１．４ 携帯電話の画面輝度調査の補足 

当初、輝度だけでなく色度の調査も計画し、データは取得した。但し、機種間の数値の差が大き

かったこと及び、同一機種で同じ色サンプルを測定した場合でも、色度の測定結果のばらつきが

大きい場合があったため、今回の報告では詳細の報告は割愛する。原因として、センサの受光部

の開口径に対する色サンプルの大きさの設定が適切ではなかったのか、そもそもディスプレイの

色表現方法に起因するかが考えられる。色によっては、ばらつきの少ないデータが取得できたた

め、前者が原因とは考えにくい。再度測定を試みるかどうかも含め、今後の検討課題とする。 
白色表示部及び黒色表示部の輝度値の測定結果で、表示品質の判定ができたため、色の問題をど

う扱うかは、次年度以降の課題とする。 
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４．４．２ MBR（携帯電話のカメラで読む二次元シンボル）の品質評価 
目的：携帯電話に内蔵されたカメラでの、MBR1（雑誌・新聞サイズ）読取り試験を実施し、国

際標準原案に、その結果を反映させる。 
 

４．４．２．１ MBR 試験方法： 

① PCS テストチャートによる仰角測定 
  ・使用テストチャート： 

－ PCS 値：0.9 及び 0.6 の 2 種類 
－ モジュール寸法：0.3mm 

・仰角測定方法：携帯電話を治具に固定し、QR コードの仰角を変えながら読み取れる角度

を測定（図４．１７参照） 
 

② 反射率差テストチャートによる仰角測定 
  ・使用テストチャート 

－反射率差：RD01, RD06, RD11, RD13 の 4 種類（表４．２参照） 
－モジュール寸法：0.34mm 

  ・仰角測定方法：携帯電話を治具に固定し、QR コードの仰角を変えながら読み取れる角度

を測定（図４．１７参照） 
 

表４．２ 反射率差チャートの特性一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１７ 仰角測定方法 
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４．４．２．２ MBR 評価結果 

①PCS チャートでの読取り限界角度（上側） 
上側（図４．１８ 参照）の読取り限界角度の測定結果を示す（図４．１９ 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１８ 上側読取り限界角度測定図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．１９ 携帯電話のカメラでの PCS チャートの読取限界角度(上側) 
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②PCS チャートでの読取り限界角度（下側） 
上側（図４．２０ 参照）の読取り限界角度の測定結果を示す（図４．２１ 参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２０ 下側読取り限界角度測定図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２１ 携帯電話のカメラでの PCS チャートの読取限界角度(下側) 
 

PCS 値が高くなるに従い、読取り限界角度が大きくなると想定したが、機種により、その傾向

にばらつきがあった。 
理論的には、上側と下側の測定で同じ結果になると想定されるが、それに近い結果であった。 

また、実際には、屋外で、また携帯電話カメラの角度を変えて QR コードを読取るが、今回は、

シミュレーション的に室内で QR コード側の角度を変えながら画像の歪みによる読取りへの影響

を調査したため、実際の使用条件にどこまで近似できたかという課題はある。 
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③反射率差チャートでの読取り限界角度（上側） 
上側（図４．１８ 参照）の読取り限界角度の測定結果を示す（図４．２２ 参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２２ 携帯電話のカメラでの反射率差チャートの読取限界角度(上側) 
 
④反射率差チャートでの読取り限界角度（下側） 
下側（図４．２０ 参照）の読取り限界角度の測定結果を示す（図４．２３ 参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２３ 携帯電話のカメラでの反射率差チャートの読取限界角度(下側) 
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反射率差が大きくなるに従い、読取り限界角度が大きくなると想定したが、機種により、その傾

向にばらつきがあった。 
理論的には、上側と下側の測定で同じ結果になると想定されるが、それに近い結果であった。 
また、同じ反射率差でも、反射率値の小さい方が読取り限界角度が大きくなる傾向が見られた。 
 

４．４．３ 携帯電話内蔵カメラでの MBR 画像取得結果 
第 3 回モバイル ORM 標準化委員会でのコメント「実際に携帯電話のカメラでどのような画像に

なっているのか、画像を見て考察した方が良いのではないか」に対応するために、複数機種で、

MBR 画像を取得した。 
 
画像取得に用いた携帯電話 
(1) 941SC 
(2) L-04B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２４ 941SC での MBR 取得画像 
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図４．２５ L-04B での MBR 取得画像 
 
図の中の「角度」は、テストチャートの面と携帯電話のカメラの面が平行の状態を 0°とした場

合の角度を示す。カメラのレンズ特性により、傾けていくと正方形の QR コードは台形に歪む。

20°程度の傾きでは b/a の値は、ほぼ 1 であるが、40°、60°と傾きを大きくすると、b/a の値

は 941SC の場合、1.1、1.5 と増加する。L-04B の場合、1.2、1.6 と増加する。数値の違いは、携

帯電話に内蔵するカメラのレンズ特性の差によると思われる。 
傾きを大きくすると、b/a が 1 を超えて増加することから、a（台形の高さ）の値の変化が b（台

形の上辺の長さ）の値の変化よりも大きいことを示している。QR コードの場合、このような歪

みを補正するためのアライメントパターン（位置合せパターン）が配置されているため、読取装

置側で図形の歪みを補正することが可能である。読取性能を向上させるためには、携帯電話の読

取りソフトウェアにもこの補正機能を搭載することが望ましい。 
いくつかの携帯電話では、写真撮影モードとバーコード読取りモードでレンズの設定を変えてい

る。具体的にはバーコード読取りモードでは写真撮影モードと比較して、被写体との距離が同じ

でも、より大きな画像が取得できる光学設定としている。また、バーコード読取りモードでは、

各種補正機能（台形、コントラスト等）を働かせている可能性がある。これらは、メーカ各社の
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ノウハウであり、正確な評価は困難なため、評価仕様にどのように反映させるかは検討を要す。 
二次元シンボル及び携帯電話の位置関係と「角度」との関係を、代表的な数値で一覧表にまとめ

た（表４．３参照）。MBR3 の定義は、「シンボルが約 10 メートルの大型グラフィックに含まれ、

遠距離（最高 10 メートル）での読取りを想定」であるため、二次元シンボルと携帯電話の水平距

離を 2.5m、5m、7.5、10m とし、二次元シンボルが表示される高さも 2.5m、5m、7.5、10m と

して計算した。 
 

表４．３ 二次元シンボルと携帯電話のなす角度の計算例 

 
携帯電話のカメラでの読取性能（４．４．２．２参照）及びシンボルの PCS 値、反射率差にも

よるが、45°を超える角度での読取環境設定は避けることが望ましい。 
４．５．３に MBR3 のサンプルを紹介しているが、10m を越える距離からの読取りが必要な設

置環境と思われるものがある。MBR3 の定義を見直す必要があるため、実例を基にドラフトの修

正を提案していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     距離 
高さ 

2.5m 5m 7.5m 10m 

2.5m 45° 26.6° 18.4° 14.0° 
5m 63.4° 45° 33.6° 26.6° 

7.5m 71.6° 56.3° 45° 36.9° 
10m 76.0° 63.4° 53.1° 45° 
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４．５ MBR サンプル調査結果 
ISO/IEC 16480 のワーキングドラフトでは、携帯電話で読み取ることを想定した 3 通りの読取

条件を MBR1～MBR3 として定めている。この分類基準が、市場の実態と整合性が取れているか

どうかを確認するために、実際のサンプルを収集し、この規定に従ってサンプルを分類し、考察

を加えた。 
 
現状の規定： 
MBR1： 

The symbol is included in reading material of approximate A4 size or less (e.g. magazine, a 
shelf rack) and is intended to be read at close range (~ 25 cm). 
シンボルが A4 サイズ以下の素材上にあり、近距離（最高 25 センチ）での読取りを想定 
例：雑誌、棚 

MBR2： 
The symbol is included as part of a display on the order of a meter in size (e.g. a poster) and 
is intended to be read at medium range (~ one meter). 
シンボルが約 1 メートルのディスプレイに含まれ、中距離（最高 1 メートル）での読取りを想

定 
例：ポスター 
 

MBR3 
The symbol is included as part of a large graphic on the order of 10 meters in size (e.g. a 
billboard) and is intended to be read from far away (~10 meters). 
シンボルが約 10 メートルの大型グラフィックに含まれ、遠距離（最高 10 メートル）での読取

りを想定 
例：広告掲示板 

 
４．５．１ MBR1 

MBR1：シンボルが A4 サイズ以下の素材上にあり、近距離（最高 25 センチ）での読取りを想

定している。 
図４．２６～図４．２９に収集した MBR1 サンプルを示す。これらは、2011 年 12 月 3 日付け

の朝日新聞紙面及び折込広告から抜粋した。 
表４．４及び表４．５に収集した MBR1 サンプルのモジュール寸法、符号化されたデータ、文

字数を一覧表としてまとめた。 
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2011 年 12 月 3 日付け朝日新聞（紙面及び折込広告）から抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．２６ MBR1 サンプル（1/4） 


